
食用精製加工油脂の日本農林規格

制 定 昭和54年10月12日農林水産省告示第1424号

改 正 昭和57年８月17日農林水産省告示第1389号

改 正 昭和63年12月９日農林水産省告示第1973号

改 正 平成２年９月29日農林水産省告示第1225号

改 正 平成６年３月１日農林水産省告示第 435号

改 正 平成６年12月26日農林水産省告示第1741号

改 正 平成９年２月17日農林水産省告示第 248号

改 正 平成９年９月３日農林水産省告示第1381号

改 正 平成15年５月６日農林水産省告示第 737号

改 正 平成16年７月23日農林水産省告示第1426号

改 正 平成16年10月７日農林水産省告示第1822号

最終改正 平成20年７月23日農林水産省告示第1163号

（適用の範囲）

第１条 この規格は、食用精製加工油脂（食用植物油脂に該当するものを除く ）に適用する。。

（定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。

用 語 定 義

食用精製加工油脂 動物油脂（水産動物油を含む。以下同じ 、植物油脂又はこれらの混合油。）

脂（以下「原料油脂」という ）に水素添加、分別又はエステル交換を行。

つて、融点を調整し、又は酸化安定性を付与したものであつて、かつ、食

用に適するように精製（脱酸、脱色、脱臭等をいう ）をしたものをいう。。

水 素 添 加 原料油脂にニッケル、銅等の触媒を加えて加熱し、水素を送入することに

より、当該原料油脂のアシルグリセロール組成の不飽和部の一部又は全部

を飽和させる工程をいう。

分 別 原料油脂に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、遠心式、ろ過式又

は滴下式による分離操作を行う工程をいう。

エ ス テ ル 交 換 原料油脂にナトリウムメトキシド、水酸化ナトリウム、酵素等の触媒を加

えて加熱し、又は加熱しないで反応させ、当該原料油脂のアシルグリセロ

ール組成の脂肪酸配位を変えさせる工程をいう。

（食用精製加工油脂の規格）

第３条 食用精製加工油脂の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

性 状 １ 鮮明な色調を有し、異味異臭がないこと。

、 。 。２ 清澄であること(固状のものにあつては 融解時に清澄であること )

水 分 ％以下であること。0.2



融点又は曇り 表示している融点又は曇り点に適合していること。

点

品 酸 価 以下であること。0.3

過 酸 化 物 価 以下であること。3.0

原 食品添加 次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。

物以外の １ 植物油脂

材 原材料 ２ 動物油脂

料 食品添加 次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。

物 １ 酸化防止助剤

クエン酸

２ 結晶防止剤

質 植物レシチン、卵黄レシチン、分別レシチン、酵素分解レシチン及び

酵素処理レシチン

３ 消泡剤

シリコーン樹脂

４ 酸化防止剤

カテキン、カンゾウ油性抽出物、ミックストコフェロール、ローズマ

リー抽出物、 ―アスコルビン酸及び ―アスコルビン酸パルミチン酸L L
エステルのうち３種以下

異 物 混入していないこと。

内 容 量 表示重量に適合していること。

表 示 事 項 １ 次の事項を表示してあること。

名称

融点又は曇り点

原材料名

内容量

賞味期限

保存方法

表 製造業者又は販売業者（輸入品にあつては、輸入業者）の氏名又は

名称及び住所

２ 輸入品にあつては、１に規定するもののほか、原産国名を一括して表

示してあること。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の から までに掲げる事項の表示は、次に規定す 

る方法により行われていること。

名称

「食用精製加工油脂」の文字の次に、かつこを付して、主たる工程

として水素添加を行つたものにあつては「硬化油」と、主たる工程と

して分別を行つたものにあつては「分別油」と、主たる工程としてエ

ステル交換を行つたものにあつては「エステル交換油」と記載するこ

と。

融点又は曇り点

常温において固状のものにあつては「融点」を、常温において液状



のものにあつては「曇り点」を、それぞれ整数値で記載すること。

原材料名

使用した原材料を、次に規定するところにより、ア及びイの順で記

載すること。

ア 食品添加物以外の原材料は 「大豆油 「パーム油 「ラード 、、 」、 」、 」

「魚油」等とその最も一般的な名称をもつて、原材料に占める重量

の割合の多いものから順に記載すること。ただし、原料油脂にあつ

ては「植物油脂」又は「動物油脂」の区分により記載することがで

きる。

イ 食品添加物は、食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）

第21条第１項第１号ホ及び第２号、第11項並びに第12項の規定に従

い記載すること。

内容量

内容重量をグラム、キログラム又はトンの単位で、単位を明記して

記載すること。

賞味期限

賞味期限（定められた方法により保存した場合において、期待され

るすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年

月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品

質が保持されていることがあるものとする。以下同じ ）を、次の定。

めるところにより記載すること。

ア 製造から賞味期限までの期間が３月以内のものにあつては、次の

例のいずれかにより記載すること。

平成６年７月１日

６．７．１

1994．７．１

94．７．１

イ 製造から賞味期限までの期間が３月を超えるものにあつては、次

に定めるところにより記載すること。

次の例のいずれかにより記載すること。

示 ａ 平成６年７月

ｂ ６．７

ｃ 1994．７

ｄ 94．７

の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載すること 

ができる。

保存方法

製品の特性に従つて 「直射日光を避け、常温で保存すること 「常、 」、

温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するもの

にあつては、常温で保存する旨を省略することができる。

２ 表示事項の項に規定する事項の表示は、別記様式により、容器若しく

は包装の見やすい箇所又は送り状にしてあること。

表示禁止事項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語

その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示

（測定方法）

第４条 前条の規格における水分、融点、曇り点、酸価及び過酸化物価の測定方法は、次のとおり

とする。



事 項 測 定 方 法

水 分 試料約５ をアルミ皿に正しく量り取り、 ℃で１時間乾燥した後ひよg 105
う量し、乾燥前の重量と乾燥後の重量との差の試料重量に対する百分比を

水分とする。

融 点 試料を調製した毛細管を温度計の下部に密着させ、これらの下端をそろえ

る。次に、この温度計を蒸留水を満たしたビーカー中に浸し、ビーカーの

水をかくはんしながら加熱し、試料が毛細管中で上昇し始める温度を融点

とする。

曇 り 点 試料を無水硫酸ナトリウムを用いて完全に脱水してろ過し、 ℃に加熱し80
た後冷却し、約 ℃となつた時点でその４ を小試験管に取り、これを40 ml
別記図のように装置する。この場合、温度計は小試験管の底部に接触させ

る。ビーカーには砕いた氷と水（表示曇り点が ℃以上の場合）又は砕い10
た氷と氷重量の ％以上の塩化ナトリウム（表示曇り点が ℃以下の場20 10
合）を入れ、試料の温度が表示曇り点より ℃高い温度となつた時点で、20
大試験管をビーカーに入れて冷却する。試料の温度が表示曇り点より５℃

上になつてからは 秒おきに大試験管をビーカーから取り出し試料の曇り30
を見る。水銀球の周囲に曇りを認めたときの温度を試料の曇り点とする。

酸 価 試料 ～ を の三角フラスコに正しく量り取り、 ～ ℃まで10 20g 150ml 50 60
の温度で加熱溶解し、エチルアルコールとエチルエーテル１：１の混液

50ml 0.1molを加え溶解する。次に、フェノールフタレインを指示薬として

／ 水酸化カリウム溶液で滴定し、指示薬の変色が 秒間続いたときをL 30
中和点として、次式により酸価を求める。

0.1mol L ml 5.61／ 水酸化カリウム溶液使用量（ ）×
酸価＝

量り取つた試料の量（ｇ）

過 酸 化 物 価 試料５ｇを共栓三角フラスコに正しく量り取り、これにイソオクタン・酢

50ml酸混液 イソオクタン及び酢酸を２：３の容量の割合で混合したもの（ ）

を加えて均一に溶解する。

次に、フラスコ内の空気を窒素ガス又は二酸化炭素で置換し、窒素ガス又

は二酸化炭素を通しながら新たに煮沸した水で作成した飽和ヨウ化カリウ

ム溶液 を加え、直ちに共栓をして１分間ゆるやかに振り混ぜる。こ0.1ml
れに水 を加え、共栓をして５～ 秒激しく振り混ぜ、でん粉溶液を30ml 10
指示薬として、 ／ チオ硫酸ナトリウム標準液で滴定する。0.01mol L
なお、本試験に先立つて空試験を行い、でん粉溶液で青色にならないこと

を確認した後、次式により過酸化物価を算出する。

Ａ×Ｆ
meq kg 10過酸化物価（ ／ ）＝ ×

Ｓ

Ｓ＝試料の採取量（ｇ）

Ａ＝ ／ チオ硫酸ナトリウム標準液の使用量（ ）0.01mol L ml
Ｆ＝ ／ チオ硫酸ナトリウム標準液の力価0.01mol L



別記図

別記様式（第３条関係）

名 称

融 点

曇 り 点

原 材 料 名

内 容 量

賞 味 期 限

保 存 方 法

原 産 国 名

製 造 者

備考

１ 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。

２ 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ （ ）に規定する８ポイントの活字以上の大き8305 1962
さの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね ㎡以下のものにあつ150c
ては、日本工業規格Ｚ （ ）に規定する６ポイントの活字以上の大きさの活字とするこ8305 1962
とができる。

３ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」と記載することができる。

４ 賞味期限をこの様式に従い表示することが困難な場合には、この様式の賞味期限の欄に記載

箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。この場合において、保存方法について

も、この様式の保存方法の欄に記載箇所を表示すれば、賞味期限の記載箇所に近接して記載す

ることができる。

５ 保存方法の表示を省略するものにあつては、この様式中「保存方法」を省略すること。

６ 常温において固状のものにあつてはこの様式中「曇り点」を、常温において液状のものにあ

つてはこの様式中「融点」を、それぞれ省略すること。

７ 表示を行う者が販売業者である場合にあつては、この様式中「製造者」を「販売者」とする

こと。

８ 輸入品にあつては、７にかかわらず、この様式中「製造者」を「輸入者」とすること。

９ 輸入品以外のものにあつては、この様式中「原産国名」を省略すること。

この様式は、縦書きとすることができる。10

附 則（昭和６３年１２月９日農林水産省告示第１９７３号）

１ この告示は、昭和６４年１月９日から施行する。

２ 平成３年６月３０日以前に製造され、加工され、又は輸入される農林物資について、農林物資



の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、第１から第４９までに掲げる日本

農林規格により行う格付けについては、なお従前の例によることができる。

附 則（平成２年９月２９農林水産省告示第１２２５号）

１ この告示は、平成２年１０月２９日から施行する。

２ 平成３年６月３０日以前に製造され、加工され、又は輸入される農林物資について、第１から

、 。第８０までに掲げる日本農林規格により行う格付については なお従前の例によることができる

附 則（平成６年３月１日農林水産省告示第４３５号）

この告示は、平成６年４月１日から施行する。

附 則（平成６年１２月２６日農林水産省告示第１７４１号）

１ この告示は、平成７年４月１日から施行する。

２ 平成９年３月３１日以前に製造され、加工され、又は輸入される農林物資について、１から８

４までに掲げる日本農林規格により行う格付については、なお従前の例によることができる。

改正文・附則（平成９年２月１７日農林水産省告示第２４８号）抄

① 平成９年３月１７日から施行する。

② 平成９年３月３１日以前に製造され、加工され、又は輸入される農林物資について、１から７

５までに掲げる日本農林規格により行う格付については、なお従前の例によることができる。

改正文（平成９年９月３日農林水産省告示第１３８１号）抄

平成９年１０月３日から施行する。

附 則（平成１５年５月６日農林水産省告示第７３７号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日から起算して１年を経過した日までに行われる食用精製加工油脂の格付に

ついては、この告示による改正前の食用精製加工油脂の日本農林規格の規定の例によることがで

きる。

附 則（平成１６年７月２３日農林水産省告示第１４２６号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１７年７月３１日までに行われる食用精製加工油脂の格付については、この告示による改

正前の食用精製加工油脂の日本農林規格の規定の例によることができる。

附 則（平成１６年１０月７日農林水産省告示第１８２２号）

この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

附 則（平成２０年７月２３日農林水産省告示第１１６３号）

この告示の施行の際現にこの告示による改正前の食用精製加工油脂の日本農林規格により格付の

表示が付された食用精製加工油脂については、なお従前の例による。

（最終改正の施行期日）

平成２０年７月２３日農林水産省告示第１１６３号については、平成２０年８月２２日から施行

する。


